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〈ユニモールカード会員特約〉 A04712 F101-305 〔2020.07現在〕 

 

第１条（会員） 

 本人会員は、本特約及びセディナCFカード会員規約を承認の上、入会を申し込みます。 

 

第２条（提携会社） 

 セディナCFカード会員規約第１条の提携会社を、株式会社ユニモール（以下「ユニモール」という）とします。 

 

第３条（カードショッピングの利用額の支払方法） 

⑴ セディナCFカード会員規約第22条⑴①の加盟店（ユニモールと特約している加盟店）において指定できる支払方法は、一括払い・２回払い・

ボーナス一括払い・均等分割払い・リボルビング払いです。 

⑵ ⑴のボーナス一括払い・均等分割払い・リボルビング払いを指定した場合の支払回数・支払期間・実質年率・手数料等は次の通りです。 

  ①一括払い 

   手数料はありません（実質年率0.00％）。 

  ②２回払い 

   手数料はありません（実質年率0.00％）。支払期間は２ヵ月とします。 

  ③ボーナス一括払い 

   手数料はありません（実質年率0.00％）。支払期間は２ヵ月から５ヵ月とします。ただし、10,000円未満のご利用はお取扱いできません。 

ボーナス時期 お取扱期間 お支払日 

夏期 3月1日～6月15日 8月6日 

冬期 8月1日～11月15日 1月6日 

  ④均等分割払い 

   支払回数・支払期間・実質年率・手数料は下表に基づき、お支払いただく支払総額は利用代金に手数料を加算した額となります。なお、分

割支払額の算出方法は分割支払額単位を１００円とし、支払回数２回目以降の下２桁の端数は初回に加算します。ただし、なお書以降にお

いて会社が認めた場合、分割支払額単位を１円とします。 

支 払 回 数 （ 回 ） 3 6 10 15 20 

支 払 期 間 （ ヵ 月 ） 3 6 10 15 20 

実 質 年 率 （ ％ ） 12.20 13.86 14.57 14.87 14.95 

利 用 代 金 1 0 0 円 あ た り の 

手 数 料 の 額 （ 円 ） 
2.04 4.08 6.80 10.20 13.60 

  （例）利用代金100,000円 10回払い（頭金なし）の場合 

     手数料 100,000円×6.80円／100円＝6,800円 

     支払総額 100,000円＋6,800円＝106,800円 

  ⑤リボルビング払い（残高スライド方式） 

   支払額（割賦販売法における「弁済金」をいう。以下同じ）は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、裏面に定める金

額となります（ただし、入会時期により異なります）。その支払額には当該利用残高に対する1.25％（実質年率15.00％）の手数料を含みま

す。ただし、平成19年7月10日以前利用分については当該利用残高に対して1.00％（実質年率12.00％）の手数料となります。また、当該利

用残高に手数料を加算した額が最低支払額未満になった場合はその債務全額を、当該利用残高が会社所定の可能枠を超過した場合はその超

過額全額、又は会社の定める金額と毎月の約定支払額を合算した額をお支払いいただきます。 

   A：平成20年1月7日以前に入会の会員（平成17年7月以前入会の一部会員を除く） 
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利用残高 毎月の支払額 

100,000円以下  5,000円 

100,001円以上 200,000円以下 10,000円 

200,001円以上 300,000円以下 15,000円 

300,001円以上 400,000円以下 20,000円 

400,001円以上 500,000円以下 25,000円 

500,001円以上 600,000円以下 30,000円 

600,001円以上 700,000円以下 35,000円 

700,001円以上 800,000円以下 40,000円 

800,001円以上 900,000円以下 45,000円 

900,001円以上 50,000円 

   B：平成17年7月以前入会の一部会員及び平成20年1月8日以降に入会の会員 

利用残高 毎月の支払額 

200,000円以下 10,000円 

200,001円以上 400,000円以下 20,000円 

400,001円以上 600,000円以下 30,000円 

600,001円以上 800,000円以下 40,000円 

800,001円以上 50,000円 

   （例）利用残高100,000円 

     （対象残高の利用日は平成19年7月11日以降）の場合 

 上記Aの会員の場合 上記Bの会員の場合 

毎月の支払額 5,000円 10,000円 

手数料充当額 
100,000円×15.00％／ 

12ヵ月＝1,250円 

100,000円×15.00％／ 

12ヵ月＝1,250円 

利用代金充当額 5,000円－1,250円＝3,750円 10,000円－1,250円＝8,750円 

 

第４条（仮カード） 

⑴ 本条は、ユニモール及び会社が会員の利便性向上のために発行する仮カードの貸与を受けた会員に適用します。 

⑵ 仮カードの貸与を受けた会員は、当該仮カードの利用分についても会員が支払いの責を負い、また、セディナCFカード会員規約が適用されま

す。 

 

第５条（規約の適用等） 

⑴ 会員は、本特約に定めのない事項については、セディナCFカード会員規約が適用されることをあらかじめ承認します。また、本特約がセディ

ナCFカード会員規約と重複する事項については、本特約を優先します。 

⑵ 本特約を変更する場合は、会社はあらかじめ本人会員に変更事項を通知し、本人会員は家族会員に変更事項を説明するものとします。なお、

変更内容を通知、又は新会員特約を送付した後に会員がカードを利用したとき、又は通知後１週間経過し、異議等の申し出がないときは、会

員は変更内容を承認したものとみなします。 
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カードは、ご予算に合わせて計画的にご利用ください。 

 

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 

〒460-8670 名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 

 


